
議
員
提
出
第
十
四
号
議
案

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
を
求
め
る
意
見
書

平
成
二
十
三
年
度
の
政
府
予
算
が
成
立
し
、
小
学
校
一
年
生
の
三
十
五
人
以
下
学
級
を
実
現
す
る
た
め
に

必
要
な
義
務
標
準
法
の
改
正
法
も
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
。
今
回
の
義
務
標
準
法
改
正
条
文
の
附
則
に

は
、
小
学
校
二
年
生
か
ら
中
学
校
三
年
生
ま
で
の
学
級
編
制
標
準
を
順
次
改
定
す
る
検
討
と
法
制
上
を
含
め

た
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、
措
置
を
講
ず
る
際
に
必
要
な
安
定
し
た
財
源
の
確
保
も
明
記
さ
れ
た
。

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
は
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
義
務
教
育
無
償
の
原
則
に
則
り
、
国
民
の
す

べ
て
に
妥
当
な
規
模
と
内
容
の
義
務
教
育
を
保
障
す
る
た
め
、
国
が
必
要
な
経
費
を
負
担
す
る
も
の
で
、
教

育
の
機
会
均
等
と
そ
の
水
準
の
維
持
向
上
を
図
る
制
度
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
平

成
十
六
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
た
総
額
裁
量
制
に
よ
り
、
教
職
員
の
配
置
や
学
級
編
制
に
つ
い
て
の
地
方
公
共

団
体
の
自
由
度
が
拡
大
し
、
本
県
に
お
い
て
も
小
学
校
一
・
二
年
生
、
中
学
校
一
年
生
へ
の
三
十
人
学
級
が

導
入
さ
れ
、
県
民
・
保
護
者
か
ら
大
い
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
義
務
教
育
に
お
け
る
国
と
地
方
の
役
割
等
に
つ
い
て
の
論
議
が
十
分
に
さ
れ
な
い
ま
ま
、
義
務

教
育
費
国
庫
負
担
制
度
は
堅
持
さ
れ
て
は
い
る
が
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
国
の
負
担
割
合
が
三
分
の
一
に
削

減
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

今
後
、
地
方
交
付
税
の
見
直
し
な
ど
に
よ
り
地
方
財
政
が
一
層
厳
し
さ
を
増
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
中
、

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
子
ど
も
た
ち
が
ど
こ
に
生
ま
れ
育
っ
た
と
し
て
も
等
し
く
良

質
な
教
育
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
を
堅
持
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
三
日

大
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長
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